
議会運営委員会次第

1 委員長開議宣告

2 議長挨拶

3 議題

( 1) 一般質問について

令和 3年 3月 1日開）

(2) 松戸市議会会議規則の一部改正について

4 委員長散会宣告



令和3年3月定例会一般質問時間予定表

会派名 持ち時間（分） 日程

松政クラブ 95 

公明党 84 
1日目

fヘ1 3/2（火）

市民クフブ‘ 68 

日本共産党 52 

立憲民主党 52 

政策実現フオーフム 47 2日目

(__ 3/3（水）

市民力・立憲民主党 47 

無所属 15 
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松戸市議会会議規則の一部を改正する規則

松戸市議会会議規則（昭和41年松戸市議会規則第1号）の一部を次のよう

に改正する。

第2条第1項中 f事故Jを「公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産

補助その他のやむを得ない事由Jに改め、同条第2項中「日数を定めてJを

「出産予定日の6週間（多胎妊娠の場合にあっては、 14週間）前の日から当

該出産の日後 8週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかに

してJに改める。

第70条に次の1項を加える。

3 第 1項及び第76条ただし書の規定にかかわらず、議長は、必要があると

認、めるときは、問題を可とする者を起立させることに代えて、その者に採決

の結果を表示するシステムの賛成ボタンを押させることによって表決をとる

ことができる。

第91条第 1項中「事故Jを「公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出

産補助その他のやむを得ない事由」に改め、同条第2項中 「日数を定めてJを

「出産予定日の6週間（多胎妊娠の場合にあっては、 14週間）前の日から当

該出産の日後 8週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかに

してJに改める。

第 13 9条第1項中「、請願者の住所及び氏名（法人の場合にはその名称及

び代表者の氏名） Jを「及び請願者の住所Jに、 「押印」を「署名又は記名押

印Jに改め、同条中第4項を第5項とし、第3項を第4項とし、同条第2項中

「請願Jを f前2項の請願Jに改め、同項を同条第3項とし、同条第1項の次

に次の1項を加える。

2 請願者が法人の場合には、邦文を用いて、請願の趣旨、提出年月日並びに

法人の名称及び所在地を記載し、代表者が署名又は記名押印をしなければな

らない。

附則

この規則は、令和3年4月1日から施行する。



⑧ 
議員提出議案第 号参考資料

松戸市議会会議規則の一部を改正する規則案新旧対照表

（下線部分は改正部分）

現 行 改正案

（欠席の届出） （欠席の届出）

第 2条議員は、室主主のため出席できないときは、｜第2条議員は、公務、 疾病、育児、看護、介護、

その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届｜ 配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由のた

け出なければならない。 ｜ め出席できないときは、その理由を付け、 当日の

開議時刻までに議長に届け出なければならない。

2 議員は、出産のため出席できないときは、旦盆12 議員は、出産のため出席できないときは、出産
r・ I 主乏生エ、あらかじめ議長に欠席屈を提出するこ｜ 予定日の6週間（多胎妊娠の場合にあっては、1

とができる。 ｜ 4週間）前の日から当該出産の日後8週間を経過

（起立による表決）

第 70条 （略）

2 （略）

（欠席の届出）

．する日までの範囲内において、その期間を明らか

i三主エ、あらかじめ議長に欠席屈を提出すること
ができる。

（起立による表決）

第70条（略）

2 （略）

3 第1項及び第76条ただし書の規定にかかわら

ず、議長は、必要があると認めるときは、問題を

可とする者を起立させることに代えて、その者に

採決の結果を表示するシステムの賛成ボタンを押

させることによって表決をとることができる。

（欠席の届出）

第 91条 委員は、霊童生のため出席できないときは、｜第91条委員は、公務、疾病、育児、看護、介護、

その理由を付け、当日の開議時刻までに委員長に｜ 配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由のた

届け出なければならない。 ｜ め出席できないときは、その理由を付け、当日の

開議時刻までに委員長に届け出なければならな

し、。

2 委員は、出産のため出席できないときは、旦盤12 委員は、出産のため出席できないときは、出産
主主主エ、あらかじめ委員長に欠席届を提出する｜ 予定日の6週間（多胎妊娠の場合にあっては、1

ことができる。 I 4週間）前の日から当該出産の日後8週間を経過
する日までの範囲内において、その期間を明らか
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（請願書の記載事項等）

i三」エ、あらかじめ委員長に欠席屈を提出するこ
とができる。

（請願書の記載事項等）

第13 9条請願書には、邦文を用いて、請願の趣｜第13 9条請願書には、邦文を用いて、請願の趣

旨、提出年月日、請願者の住所及び氏名（法人の

場合にはその名称及び代表者の氏名）を記載し、

請願者が担盟をしなければならない。

旨、提出年月日及び請願者の住所を記載し、請願

者が署名文は育協押印をしなければならない。

2 請願者が法人の場合には、邦文を用いて、請願

の趣旨、提出年月日並びに法人の名称及び所在地

を記載し、代表者が署名又は記名押印をしなけれ

ばならない。

2 謹塵を紹介する議員は、請願書の表紙に署名又｜立前2項の請願を紹介する議員は、請願書の表紙

は記名押印をしなけれぬらない。 いこ署名川記名押印をしなければならない。 I(; 
3 ・~ （略） • I~. 立（略）

仁j


